
5 概算事業費の算定 
「異常木」及び「「支障木」の除伐や樹木の定期的な管理「 強剪定、剪定）等を踏まえて、今後10年間

の概算事業費は、以下に示すとおりであり、10年間の平均で3,290万円となっています。 
 

 ■ 概算事業費の算定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「R6」の予算額は、約2,500万円 除伐：約500万円、維持管理約2,000万）と決定している。 
 

6 数値目標の設定 
今後10年間で街路樹の約25％の樹木を削減することを目標に、樹木の除伐を行うものとします。 

なお、街路樹の約 25％の樹木を削減することで一時的に除伐に伴う費用は増加するものの、長期的な

視点でみると、今後20年間で約3,７00万円、３０年間で約1億４00万円の維持管理費の削減が見込

まれます。 

 

 
 

7 計画の推進体制 
今後、人口減少が進む社会的状況等を踏まえると、限られた財政状況の中で本計画をより着実に推進し

ていくためには、行政だけではなく、地域住民の理解と協力を得ながら一体となって、推進していきたい

と考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市樹木適正管理実施計画 
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1 計画策定の目的 

宇部市ではこれまで、道路景観や沿道

環境の向上などの観点から多くの街路

樹を整備してきましたが、樹木管理に必

要となる費用の増加、温暖化等の生育環

境の変化による植物の健康状態の悪化

等、多くの課題が生じています。 

そこで、昨年度に策定した樹木管理に

関する新たな指針である「「宇部市樹木管

理指針」を踏まえ、適切かつ持続可能な

管理の下で宇部市の豊かな街路樹を将

来に渡り維持していくことを目的とし

て、中心市街地及び市街地の街路樹を対

象に今後10年間の概算事業費等を定め

た「「宇部市樹木適正管理実施計画」を策

定いたしました。 

 

2 対象路線 

本計画は、中心市街地内16路線「 高

質管理4路線「 一部高質管理対象である

2路線を含む）、通常管理12路線）、市

街地内19路線の合計35路線を対象と

します。 

 

3 街路樹の現状 
宇部市には、枯損や損傷等により倒壊の危険がある「異常木」や、歩道幅員狭小や交差点付近の視距不

良、電線や沿道家屋への支障を引き起こしている「支障木」が複数存在しています。 

このような樹木街路樹の状況を把握するため、現地調査を実施した結果、「異常木」「支障木」について

は、除伐が必要と判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

宇部市樹木適正管理実施計画 
 

概要版 
令和 6 年 3 月 

宇部市 

太枝折れ（異常木） 架線への接触（支障木） 

 道路・まちづくり 関連部署 

都市計画課・道路整備課 

中心市街地活性化推進課 

街路樹の整備・維持管理を担当する 

宇部市都市政策部 
公園緑地課 

連携 
調整 植栽の維持管理を行う 

連携 

情報提供・連携 

街路樹・公園などの清掃 

No 路線名称（中心市街地）

1 市道参宮通り線

2 栄町線（栄町通り線）

3
小串通り鍋倉線
（記念館交差点～国道190号交差点）
西側方面

4 宇部新川恩田線（寿橋通り線）

5 常盤通り宇部新川線（シンボルロード）

6 国道190号（常盤通り）

7 国道490号（参宮通り線）

8 宇部新川駅浜通り線

9 緑橋芝中線（緑橋通り）

10
宇部新川駅通り線
（宇部新川駅沖ノ山線）

11 錦橋通り線（新錦橋通り線）

12
中央線（国道190号）
新川大橋～新町交差点

13
中央線（国道190号）
新町交差点
～宇部新川駅沖ノ山線交差点

14 小串通り線（小串通り）

15 東海岸通り線（新町明神線）

16 東本町寿町線（宮地線）

No 路線名称（市街地）

17 西本町線（西本町通り線）

18 小松原通り線（中山西本町線）

19 市道宇部新川駅浜通り線

20 市道緑橋芝中線

21 市道神原町草江線

22 市道小串通り鍋倉線

23 市道北琴芝鍋倉町線

24 市道恩田野中線

25 市道東海岸通り線

26 国道190号（松山通り線）

27 市道宇部新川恩田線

28 市道恩田通り線

29 市道錦橋通り線

30 市道空港線

31 市道松山通り線

32 市道西宮小松原通り線

33 市道島下条線

34 市道明神町八王子線

35 市道明神町17号線

行政 

委託業者 

地域住民 

幹の空洞化（異常木） 

■ 対象路線位置図 

※高質管理は、毎年の剪定を基本とし、通常管理の剪定のほか、支障枝剪定を実施 

通常管理は、4年又は3年サイクルを基本とし、基本形に戻すための剪定や透かし剪定を実施 

【今後 10 年間の数値目標】 

街路樹の約 25％の樹木を削減 

■ 推進体制のイメージ 

 

単年度あたりの事業費（R6～15 平均） 

3,290 万円／年 

計画範囲２，６００本中、665 本伐採 

（郊外の街路樹、公園樹木は含まない） 



  

4 適正化指針の実施イメージ 

「宇部市樹木管理指針」では、基本理念及び基本方針を踏まえた、樹木管理に関する基本的な方針として、適正化指針を定めており、本計画においてもこれを継承するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け継いだ緑を育み 

「緑と花と彫刻のまち」にふさわしい 

緑と街並みが調和した景観を創る 

基本理念 

魅力的な都市景観の創出 

持続可能な維持管理の実施 

安全な道路空間の創出 

基本方針 

 

目標樹形等の設定 

・目標樹形の設定 

・管理水準の設定 

樹木の保全・保護 

・メンテナンスサイクルの構築 

周辺環境との調和 

･交差点等における配置 

・有効歩道幅員の確保 

・健全で開放的な空間の確保 

適正化指針 

適切な樹種の導入 

・更新の留意点 

・樹種選定の考え方 

街路樹（取組前） 

街路樹（取組後） 

公園（取組前） 

公園（取組後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標樹形等の設定 

不整形な樹形による 

景観の悪化 

目標樹形等の設定 

高質管理による 

居心地の良い空間の創出 

目標樹形等の設定 

高質管理による 

居心地の良い空間の創出 

目標樹形等の設定 

隣接地への枝の越境 

目標樹形等の設定 

沿道への 

落ち葉の飛散 

目標樹形等の設定 

樹形の管理による 

隣接地への越境防止 

目標樹形等の設定 

公園規模に応じたシンボルツリーの管理 

目標樹形等の設定 

樹形の管理による 

落ち葉の飛散防止 

 

 

 

 

樹木の保全・保護 

異常のある樹木 

樹木の保全・保護 

改善処置による樹勢回復 

樹木の保全・保護 

異常のある樹木 

樹木の保全・保護 

改善処置による樹勢回復 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺環境との調和 

交差点部や信号機の視認性が悪い 

周辺環境との調和 

生長とともに過密となった 

植栽間隔による生育阻害 

周辺環境との調和 

有効歩道幅員が確保されておらず通行空間を阻害 

周辺環境との調和 

交差点部や信号機の視認性の確保 
周辺環境との調和 

開放的な空間の確保による 

健全な生育環境 

周辺環境との調和 

有効歩道幅員の確保による安全性の向上 

周辺環境との調和 

遊具への落実による利用阻害 

周辺環境との調和 

照度の低下を招く照明灯と接近した植栽 

目標樹形等の設定 

園外からの見通しを 

阻害する過密な植栽 

樹木の保全・保護 

倒壊の危険がある樹木 

周辺環境との調和 

安全な利用環境の提供 

周辺環境との調和 

撤去による 

安全な利用空間の 

提供 

周辺環境との調和 

適切な照度による安全性の確保 

周辺環境との調和 

見通しの確保による 

犯罪発生の予防 

 

 

 

 

適切な樹種の導入 

様々な樹種が混植された 

景観に統一感がない 

適切な樹種の導入 

統一感のある並木の形成による 

景観の向上 

適切な樹種の導入 

沿道住民の 

落ち葉負担が大きい 

適切な樹種の導入 

低木への植替えによる沿道住民の落ち葉負担の軽減 


